
鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補助金交付要綱 

 

令和２年３月２４日付第 201900316544 号 

鳥 取 県 農 林 水 産 部 長 通 知 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、日米貿易協定等の発効により国際競争が激化するとともに、近い将来の団

塊世代の大量離農が迫る中、地域に定着する農業従事者を緊急的に確保するため、就職氷河期

世代（新規学卒採用が特に厳しかった 1993 年から 2004 年頃に学校卒業期を迎えた世代。以下

同じ。）の就農支援を進め、地域農業の支え手を緊急的に確保・育成することを目的として交

付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、新規就農支援緊急対策事業実施要綱（令和２年

１月 30 日付け元経営第 2478 号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。）の

別記１に基づく別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行う同表第３欄に

掲げる事業実施主体に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、次のとおりとする。 

（１）就職氷河期世代新規就農促進資金交付事業 

ア 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構が、別表の第４欄の１の交付対象者に対し

て、国実施要綱の別記１に基づき、当該年度に同表の第５欄の１の交付基準額により交付

した第２欄の１に掲げる就職氷河期世代新規就農促進資金の額とする。 

イ 事業実施主体は、農業次世代人材投資資金の交付に関して国実施要綱及び本要綱に定め

る事項のほか必要な事項を定めることができる。 

（２）就職氷河期世代新規就農促進資金推進事業 

   事業実施主体が、別表の第１欄の１の事業を推進するために要する同表第２欄の２に掲げ

る経費について、同表第５欄の２の交付基準額により算定した額とする。 

３ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額から仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の

うち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除いたものとする。 

４ 事業実施主体は、就職氷河期世代新規就農促進資金推進事業の実施に当たっては、鳥取県産

業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、県内事業者（県内に本店、支

店、営業所、事務所その他の名称のいかんを問わず事業を行うために必要な施設を有して事業

活動を行う者をいう。）への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行われなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号による

ものとする。 

３ 交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでない場合は、第３条第３項の規定にかかわらず、



仕入控除税額を含む補助対象経費の額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で

交付申請をすることができる。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものと

する。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第３項の規定にかかわらず、

仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控

除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変

更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額す

るものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表の第６欄に掲げるもの以外の変更

とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

   

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日

までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若し

くは廃止の日から１０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年

度の翌年度の４月５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、 

様式第１号によるものとする。 

３ 事業実施主体は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下

「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」

という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければな

らない。 

４ 事業実施主体は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その

額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超える場合は、交付決定控除

税額。）を超えるときは、様式第３号により速やかに知事に報告し、その返還命令を受けて、

当該超える額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 

（補助金の返還等） 

第８条 事業実施主体は、交付対象者が、国実施要綱の別記１の第５の４の規定により資金を返

還する義務が生じた場合は、当該交付対象者に対し、資金の返還を求めるものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の規定により交付対象者から資金が返還された場合は、速やかにその

額を県に返還するものとする。 

 

（提出書類について） 

第９条 事業実施主体は、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前の事業着手が必要な場合は、

本事業の実施が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、理由等を記載した新規

就農支援緊急対策事業交付決定前着手届（様式第４号）を知事に提出するものとする。 

２ 前項の規定により交付決定前に事業着手する場合において、事業実施主体は、交付決定まで

のあらゆる損失等に対し自ら責任を負うものとする。 

 

（雑 則） 

第１０条 規則及び本要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水



産部長が別に定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和２年３月２４日から施行し、令和２年度事業から適用する。



  

別表 

１ 
補助事業 

２ 
補助対象経費 

 
３ 

事業実施主体 
 

 
４ 

交付対象者 
５ 

交付基準額 
６ 

重要な変更 

 
１ 就職氷河期

世代新規就農
促進資金交付
事業 

 
国実施要綱の別記１の第
５の１に規定する要件を
満たす者に交付する就職
氷河期世代新規就農促進
資金 

 
公益財団法人鳥取
県農業農村担い手
育成機構 

 
知事が別に定めるところ
により就農に有効と認め
た研修実施機関で、就農
に必要な技術・知識を習
得するための研修を受け
る者 

 
資金の額は次のとおりとし、交付期
間は最長２年間とする。 
１人当たり年間最大 150 万円 

 
本補助金の増
額 
 
第１欄に掲げ
る１の経費か
ら２の経費へ
の流用  

２ 就職氷河期
世代新規就農
促進資金推進
事業 

 
資金の交付事業を推進す
るために行う次の業務に
要する経費 
（１）資金の交付事業の

実施に関する事務 
（２）資金の交付事業の

普及活動 
（３）資金の交付事業の

交付対象者の指導活
動 

  
知事が別に定める額 

 



  

様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

○○年度鳥取県新規就農支援緊急対策事業計画（実績報告）及び収支予算（決算）書 

 

 

 １ 事業の目的 

 

                                                                                

２ 事業の内容 

   別紙のとおり 

＊国実施要綱別記１の第８の２及び５に定める就職氷河期世代の新規就農促進事業交付計画

（実績報告）（別紙様式第 23 号）の写しを別紙として添付すること。 

 

 ３ 経費の配分 

 

区       分 

補助事業に要する 

経費（又は補助事 

業に要した経費） 

(Ａ＋Ｂ) 

負 担 区 分 

備 考 国庫補助金 

(Ａ) 

そ の 他 

(Ｂ) 

 

 

１ 就職氷河期世代新規就農促進資金交付

事業 

 

２ 就職氷河期世代新規就農促進資金推進

事業 

 

 

円 

 

円 円  

合     計 
    

 

 

４ 事業完了（予定）年月日   年  月  日 

 

 

５ 収支予算（精算） 

（１）収入の部 

区       分 

本年度予算額 

 

（本年度精算額） 

前年度予算額 

 

（本年度予算額） 

比較増減 

備 考 
増 減 

国 庫 補 助 金 

そ   の   他 

円 円 円 円  

計 
     



  

 （２）支出の部 

区    分 

本年度予算額 

（本年度精算

額） 

前年度予算額 

（本年度予算

額） 

比較増減 
備  考 

増 減 

 

 

１ 就職氷河期世代新規就農促

進資金交付事業 

 

２ 就職氷河期世代新規就農促

進資金推進事業 

 

 

円 円 円 円  

合     計      

 

 

６ 他の補助金の活用 

 

 

 

 

※対象者が、本事業に類似する他の補助金・交付金を活用する場合には、その補助金等の名称、その
事業内容、当該補助金等に係る問い合わせ先（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を
記載すること。（補助事業者が把握している範囲内で可。） 

 

７ 消費税の取り扱い （ 一般課税事業者 ・ 簡易課税事業者 ・ 免税事業者 ） 

 

８ 添付書類 

    (1) 就職氷河期世代新規就農促進資金交付事業対象者一覧（様式第１号の２） 

    (2) 事業を委託して実施する場合は委託契約書の写し（実績報告書の場合に限る。） 

 

 



  

様式第２号（第５条関係） 

 

年  月  日 

  

 

             様 

 

                                              職 氏 名      印 

 

 

○○年度鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付（番号）の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあっ

た鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補助金（以下「本補助金」という。）について

は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規

則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

  本補助金の対象事業の内容は、・・・・・・・・とする。 

 

２ 交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業

の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによ

る。 

 （１）算定基準額     金        円 

 （２）交付決定額     金        円 

 

３ 経費の配分 

  本補助金の対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申

請書に記載されたとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合におい

ては、別に通知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

  本補助金の額の確定は、対象経費の実績額について、鳥取県新規就農支援緊急対

策事業費補助金交付要綱（令和２年３月  日付第２０１９００３１６５４４号鳥

取県農林水産部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の

規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、

変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程等の遵守 

  本補助金は、間接国費補助金に該当するものであり、その収受及び使用、対象事

業の遂行等に当たっては、規則及び要綱のほか、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等

交付規則（昭和３１年農林水産省令第１８号）、新規就農支援緊急対策事業実施要

綱（令和２年１月３０日付け元経営第２４７８号農林水産事務次官依命通知）の規

定に従わなければならない。 



  

様式第３号（第７条関係）                                                
                                                                             

                          ○○年度仕入控除税額報告書                        
 （番   号） 

年  月  日 

   鳥取県知事       様                                               
                                                                             

                                                                             
                     職 氏名                     印     

 

                                                                             
      年  月  日付  第   号で交付決定のあった    年度鳥取県

新規就農支援緊急対策事業費補助金について、鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補
助金交付要綱（令和２年３月  日付第２０１９００３１６５４４号鳥取県農林水産

部長通知）第７条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。                   
                                                                             

                                                                             

                                                                             
                                      記                                    

 
                                                                             

   １ 補助金の確定額（  年 月 日付  第   号による通知額）         

 
                      金        円     

 
 

   ２ 実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えていた 
場合は交付決定控除税額） 

            金         円    

 
  

   ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額                 
 

                      金        円 

 
 

  ４ 補助金返還相当額 
   

 
（注）内訳資料、その他参考資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

様式第４号（第９条関係） 

 

 

○○年度鳥取県新規就農支援緊急対策事業交付決定前着手届 

 

                                                                        番     

号 

                                                                        年   月  

日 

 

 

             様 

 

 

                                                       職    氏   名         

印 

   

 

別添事業について、鳥取県新規就農支援緊急対策事業費補助金交付要綱第９条第１項

の規定に基づき、下記条件を了承の上、交付決定前に着手するので届け出ます。 

 

 

記 

 

  １ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業

に損失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとする。 

  ２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議がないこと。 

  ３ 当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わ

ないこと。 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  別 添 

  

 

 

事業内容 事業費 

 
着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 
理  由 うち国費 

 

 

円 円 

   


